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情報公開。個人情報保護審査委員会御中

最高裁判所事務総長

理由説明書

苦情申出人は、最高裁判所がした一部不開示の判断に対し、既済事件の事件番号

は不開示情報に該当しない旨主張しているが、下記のとおり当該判断は相当である

と考える。

記 、

1 開示申出の内容

令和5年9月30日付け司法行政文書開示請求書記1のうち、⑤及び⑥のとお

り

2原判断機関としての最高裁判所の判断内容

最高裁判所は、 1の開示の申出に対し、令和6年3月5日付けで一部不開示の
判断（以下「原判断」 という。 ）を行った。

3最高裁判所の考え方及びその理由

（1） 苦情申出人は、司法行政文書開示通知書記1の(6)及び(7)の文書（以下「本件

対象文書」 という。 ）のうち、既済事件の事件番号が記載された部分（以下「

本件不開示部分」 という。 ）について、同種文書の令和5年6月分までは事件

番号が全て開示されていたから、慣行として公にすることが予定されている情

報であり、それによって個人の権利利益を害するおそれも生じていないから不

開示情報には該当しない旨主張する。

この点について、最高裁判所は、令和5年10月3日付け答申（令和5年（

最情）答申第3号）を受け、事件番号が、原則として、当事者に個人が含まれ



る場合は個人識別情報（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「

法」 という。 ）第5条第1号）に、当事者が法人又は団体等のみである場合は

公にすることにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがある情報（法第5条第2号イ）にそれぞれ相当する不開示情報であると

整理し、本件不開示部分も上記いずれかの不開示情報に相当すると考えた。ま

た、事件番号が個人識別情報に相当する場合の、法第5条第1号ただし書きイ

該当性については、文書ごとに個別に判断すべきものであるところ、本件対象

文書の事件番号が明らかになると、個別の事件が上告審に係属した等の進行状

況が明らかとなり、当該事件の当事者が不利益を被るおそれが否定できないこ

とから、同号ただし書きイの情報には当たらないものと考え、本件不開示部分

を不開示としたものである。

また、苦情申出人は、裁判所のホームページに掲載されている事件番号等に

公表慣行がある旨述べているが、本件対象文書に記載されている既済事件は、

いずれも同ホームページに掲載されていない。

したがって、苦情申出人の主張には理由がない。

(2) よって、原判断は相当である。


